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環境省からの団体交渉の打ち切り通告に対する各マスコミにコメントした内容です。 

「打ち切りに対して」 

個人交渉では認めている弁護士などの同席を、当会との団体交渉では拒否しており、それ

を認めるよう 3 月 26 日小泉環境大臣宛てに「お願い文書」を環境省に提出した処、今月に

入り電話で一方的に団体交渉の打ち切りを通告してきました。 

 当地権者会は環境省と平成 27 年 1 月の第 1 回団体交渉から昨年 12 月の第 46 回団体交

渉まで 2045 年 3 月までの中間貯蔵事業終了に向けた県外最終処分場の選定と建設・搬出、

土地返還の原状回復、除染等の町の復興、安心・安全の取り組み、そして用地補償の交渉

を行ってきました。従って今回の環境省の突然の一方的な電話での打ち切り通告には町

民、地権者に対する「親切・丁寧な対応」と「今迄の団体交渉の経緯」を全く無視したこ

とと受け止めており、この理不尽な回答には到底納得できるものではありません。 

「検討する環境省のコメントに対して」 

「（団体交渉を行うことを）検討する」でなく「前記理由によりその場で団体交渉を行

う」回答を頂きたかった。一日も早く、町民、地権者に対する「親切・丁寧」な「団体交

渉」をお願いするものです。３０年中間貯蔵施設地権者会会長門馬好春 

今日の新聞記事から環境省の間違いを 2 つ指摘します。一つは河北新報で環境省が「地上

権価格を国のルール」と双葉町議会で説明していることです。土地使用補償では土地収用

法 72 条は地代と明記されており、土地収用法と整合性が計られ一体である損失補償基準要

綱 19 条も地代と書かれそれが根拠と示されています。ですので、国のルールでは土地の地

表使用補償に地上権価格は書いてありません。環境省が独自で勝手に作った地上権価格を

国のルールと説明しているのは明らかに間違いです。2 点目は環境省室石所長が「地代補

償額が十数年後売買補償額（土地価格）を超えてしまう（のはダメだ）」と言っている点

です。地代は一定期間の使用で土地価格を超えます。同要綱も地代が一定期間の使用で土

地価格を超えることを想定・許容しています。先程の損失補償基準要綱 19 条使用補償「地

代」で土地価格を超えているのは普通にあります。このように環境省が用地補償の基本的

原則的なルールである条項まで変更して「環境省が日本のルールだ」という説明は余りに

も双葉町、大熊町の町民と地権者は元より公共事業を蔑ろにしている許されないことで

す。皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。 

 



 





 


